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法律相談【要予約】予約専用電話　蕁23・4400
　木曜日・第2火曜日　市役所1階市民相談室
　※前日（前日が祝日の場合は前々日）の午前9時から電
話で予約受付。先着8人。相談時間は20分以内。なお、
時間の指定はできません。
一般相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
交通事故相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
行政相談　蕁33・1131
　9月15日貉　午後1時～3時　南公民館小会議室
　9月21日貂　午後1時～3時　市役所1階市民相談室
司法書士相談　蕁33・1131
　第1金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
土地家屋調査士相談　蕁33・1131
　第3金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
不動産相談　蕁33・1131
　第2・4金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
税務相談　蕁33・1131
　第3月曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室

特設人権相談　蕁33・1131
　第2・3・4水曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
消費生活相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午後1時～4時
　市役所1階消費生活相談コーナー
人権相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階人権啓発課相談室
家庭児童相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時30分～午後4時
　市役所1階児童福祉課
母子寡婦相談　蕁33・1131
　月・木曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階児童福祉課
高齢者総合相談　蕁21・0294
　月～金曜日　午前9時～午後5時15分
　高齢者保健・福祉支援センター（ベルセンター）
心配ごと相談　蕁21・9871
　火曜日　午後1時30分～3時30分
　総合福祉センター
教育・幼児教育相談　蕁31・4460
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　教育支援センター
　心の相談ホットライン（蕁26・0005）

医療相談　蕁32・5622
　月～金曜日　午前9時～午後4時
　市立病院
防火相談　蕁21・0119
　毎日　午前9時～午後5時
　消防本部
労働相談　蕁23・8689
　火～日曜日　午前9時～午後5時
　労働政策課（勤労青少年ホーム内）
就労相談【要予約】　蕁23・8689
　火～金曜日　午前9時～午後5時
　労働政策課（勤労青少年ホーム内）
住宅相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時
　市役所2階建築住宅課
福祉なんでも相談（出張窓口）蕁33・1131
■日時・場所
　第2金曜日 午後1時～午後3時　南公民館
　第3金曜日 午後1時～午後3時　にんじんサロン
（市民会館内）
　第4金曜日 午後1時～午後3時　北公民館
女性相談（面談は要予約）
　にんじんサロン 蕁21・6500
　火～金曜日　午前10時～午後5時
　人権啓発課 蕁33・9208
　月～金曜日　午前9時～午後5時

　　　携帯サイトのQRコード：なお閲覧には、通信料が必要です。→

この広報紙は、再生紙を使用しています。また広報紙が届かない世帯の人は、秘書広報課へお問い合わせください。
本市の情報は、インターネットや携帯サイトからもご覧になれます。
PC　http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/　　　　携帯　http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/m/

おおつ物語「池上曽根遺跡とその時代」⑵
池上曽根遺跡の環濠の目的は？

国史跡池上曽根遺跡の集落面積は、9万㎡と推定さ
れ、集落の周囲には堀がめぐらされていたことがわか
っています。このような集落を環濠集落とよび、稲作
文化とともに大陸から伝わったとされています。環濠
は、周辺に逆茂木（さかもぎ）とよばれる先を尖らせ
た杭を埋め込む例や、その断面が深くV字形に掘削さ
れる例から、一般的には集落の防御のためと考えられ
ています。

池上曽根遺跡の環濠は、集落東側の国道26号線部分
や史跡公園内では二重に、北側の府道松ノ浜曽根部分
では幾重にもめぐらされるなど、場所により異なりま
す。また、西側の曽根神社部分では、自然河川が環濠
にかわるものであると想定されています。最近の発掘
調査で集落南側において2本の溝がみつかり、東側の
二重環濠につながるものと考えられます。これら発掘
調査でみつかったいずれの環濠も急峻な断面や逆茂木
は認められず、池上曽根遺跡の環濠は、防御施設では
なかったと考えられています。環濠の目的は排水施設、
または集落の境界線を示すものであったとの説が現在、
最も有力です。

次回は「池上曽根遺跡とその時代」⑶です。

第1環濠、第2環濠の検出状況（上）
第1環濠、第2環濠の位置図（下）


